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様式１              （表面） 

社 会 福 祉 法 人 定 款 変 更 認 可 申 請 書 

申 

請 

者 

 主たる事務所 

 の 所 在 地 
  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 ふ り が な 

 名    称 

  し ゃ か い ふ く し ほ う じ ん  ま る ま る ふ く し か い 

  社会福祉法人 ○○福祉会 

理事長の氏名 理事長  東 京 太 郎    

  申 請 年 月 日 令和○○年○○月○○日  

 
 
 

 定 

 

 款 

 

 変 

 

 更 

 

 の 

 

 内 

 

 容 

 

 及 

 

 び 

 

 理 

 

 由 

内           容 
理   由 

変更前の条文 変更後の条文 
（目的） 

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」
という。）は、多様な福祉サービスがその
利用者の意向を尊重して総合的に提供れ
れるよう創意工夫することにより、利用
者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立し
た生活を地域社会において営むことがで
きるよう支援することを目的として、次
の社会福祉事業を行う。 

（１）第一種社会福祉事業 

（イ）児童養護施設の経営 

（ロ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

（ロ）老人デイサービスセンターの経営 

（ハ）保育所の経営      

（追加） 

 

第二条‐第七条   （略） 

 

（評議員の報酬） 
第八条 評議員は無報酬とする。 
 

 

 

 

 

 

 

第九条‐第二七条   （略） 

 

（目的） 

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」
という。）は、多様な福祉サービスがそ
の利用者の意向を尊重して総合的に提
供されるよう創意工夫することによ
り、利用者が、個人の尊厳を保持しつ
つ、自立した生活を地域社会において
営むことができるよう支援することを
目的として、次の社会福祉事業を行う。 

（１）第一種社会福祉事業 

（イ）児童養護施設の経営 

（ロ）特別養護老人ホームの経営 

（２）第二種社会福祉事業 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

（削除） 

（ロ）保育所の経営 

（ハ）一時預かり事業の経営 

     

第二条‐第七条   （略） 

 

（評議員の報酬） 

第八条 評議員に対して、各年度の総額
が○○円を超えない範囲で、評議員会
において別に定める報酬等の支給の基
準に従って算定した額を、報酬として
支給することができる。 

 

 

 

第九条‐第二七条   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業廃止により削除 

 

・新規事業の追加 

 

 

 

 

・評議員報酬額の変更 

 

 

 

 

記入例 


